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 藤沢は、相模湾に面する湘南海岸と緑濃い

相模原台地の緩やかな丘陵を背景に、海、

島、川、丘の変化に富んだ、明るく開放的

で、活力ある個性豊かなまちであり、これら

の魅力に導かれるように湘南の中核都市とし

て発展してきました。 

本市では藤沢らしい魅力あるまちを創造し

ていくため、平成元年に藤沢市都市景観条例

を制定するとともに都市景観基本計画を策定

し、良好な景観の形成、保全に努めてきまし

た。 

平成１６年に制定された景観法は、地方自

治の一環として独自に進められてきた景観行

政に、国家的な方向付け、法的な根拠を明確

にするものです。 

藤沢市景観計画は、この景観法に基づく法

定計画として平成１９年１月に策定したもの

です。これまでの景観関連計画・制度の良さ

を活かしながら、さらに法的実効性をもた

せ、より効果的な景観形成を推進していくと

ともに、藤沢らしい景観形成の方針を明らか

にし、市民・事業者・行政が協働で景観形成

に取り組んでいます。 

◆市域全域 

 市域全域を景観計画区域とし、景観に大き

な影響を与える大規模建築物等について、届

出制度により景観の誘導を図ります。 

 また、景観計画区域の中で、特に藤沢駅、

辻堂駅、国道１３４号沿線は、大規模建築物

等の色彩基準の強化エリアに定めています。 

 

◆地域ごとの区域 

 地域ごとにきめ細かい景観形成を推進する

ため、特に重点的に取り組む必要がある地区

を特別景観形成地区に、地区住民の発意によ

り、地区の特性を活かした景観形成を図って

いく地区を景観形成地区に指定し、地区別景

観計画を定めています。 

 現在、特別景観形成地区は、江の島、湘南

Ｃ－Ｘ（シークロス）の２地区、景観形成地

区はサム・ジュ・モール地区、すばな通り地

区、湘南辻堂地区、ニコニコ自治会地区、湘

南台地区の５地区を指定しています。  

湘南湘南湘南湘南のののの自然自然自然自然とととと文化文化文化文化にににに育育育育まれたまれたまれたまれた    

住住住住みみみみ続続続続けたいけたいけたいけたい「「「「わがまちわがまちわがまちわがまち藤沢藤沢藤沢藤沢」」」」    

サム・ジュ・モール 

景観形成地区 

湘南台 

景観形成地区 

湘南辻堂 

景観形成地区 

ニコニコ自治会 

景観形成地区 

湘南Ｃ－Ｘ(シークロス) 

特別景観形成地区 

江の島 

特別景観形成地区 

景観重要公共施設 

 湘南海岸周辺及び江の島の公共施設 

 

＜色彩基準強化エリア＞ 

国道134号沿線 

 商業地域及び国道134号に面する敷地 

 ※景観形成地区を除く 

＜色彩基準強化エリア＞ 

辻堂駅周辺 

 商業地域 

 ※景観形成地区を除く 

＜色彩基準強化エリア＞ 

  藤沢駅周辺 

     商業地域 

     ※景観形成地区を除く 

景観計画区域景観計画区域景観計画区域景観計画区域：：：：市全域市全域市全域市全域    

１ 

すばな通り地区 

景観形成地区 

□はじめに 

□景観計画の対象区域 
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□基本理念及び基本目標 

 

 

 

目標１ 都市の拠点、緑や水の骨格で地域をつなげる景観づくり  

  

 

 

 

 

目標２ 地域の成り立ちや特色を大切にした生活環境の景観づくり  

湘南の自然と文化に育まれた 住み続けたい「わがまち 藤沢」 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

５つのベルトと５つのゾーン 

①湘南海岸・なぎさベルト 

②引地川・ふるさとベルト 

③北部・しょうなんの丘ベルト 

④六会～大庭・緑の中央ベルト 

⑤境川・うるおいベルト 

①シンボルとしての江の島ゾーン 

②都心としての藤沢駅周辺ゾーン 

③北の森としての遠藤・御所見ゾーン 

④西の拠点としての辻堂駅周辺ゾーン 

⑤北の拠点としての湘南台周辺ゾーン 

１３の生活環境エリア 

  藤沢市の市街地景観の拠点となる駅前など（ゾーン）や緑や水の自然景観軸（ベルト）を藤沢市の景観の 

 骨格と位置づけ、藤沢らしい景観を形づくる重要な場所として景観形成を推進します。 

  市民生活に関わりの深い、生活環境（１３の生活環境エリア）の自然や歴史・文化などを背景とした、地 

 域の成り立ちやまとまりを大切にし、それらを掘り起こしながら、地域の景観づくりを進めます。 

５５５５つのベルトとつのベルトとつのベルトとつのベルトと５５５５つのゾーンつのゾーンつのゾーンつのゾーン 

１．片瀬地区 

２．鵠沼地区 

３．辻堂地区 

４．村岡地区 

５．藤沢地区 

６．明治地区 

７．湘南大庭地区 

８．善行地区 

９．六会地区 

10．湘南台地区 

11．長後地区 

12．遠藤地区 

13．御所見地区 

（２）基本目標 

 湘南地域ならではの温和な気候や陽光と、海や山の景勝。時代ごとの先人達の創造的営みによって築かれた活

力や便利さを備えた市街地・田園環境。これらによって藤沢固有の様々な魅力を備えた都市景観が形成されてき

ました。このような魅力が、藤沢にいつまでも住み続けたいという思いやまちへの愛着につながっているものと

考えています。 

 この景観をまちへの思いとともに次世代に大切に引き継いでいかなければならないと考え、本計画では「湘南

の自然と文化に育まれた 住み続けたい“わがまち 藤沢”」を基本理念として定め、市民・事業者・行政の協

働により、藤沢らしい景観形成を進めていきます。 

 まちの拠点となる駅前など市街地景観の骨格、緑や水のつながりによる

自然景観の骨格として、５つのベルトと５つのゾーンを位置づけ、景観形

成の基本的方向を示します。 

 市民に身近な生活環境のまとまり、コミュニティなどの単位として、都

市マスタープランにおける１３地区を生活環境エリアとして位置づけ、基

本的方向を示します。地区ごとの景観特性図を活かした景観まちづくりへ

の着手と、地域住民の視点により、さらに詳細な特性・景観情報の充実を

図り、景観まちづくりを推進します。 

１３１３１３１３のののの生活環境生活環境生活環境生活環境エリアエリアエリアエリア    

２ 

（１）基本理念 



目標３ 多彩な景観資源を活かし、地域の魅力を高める景観づくり  
  

 

 

 

 

  緑や水、建物など藤沢の都市景観を構成する様々な要素、中でも地域の人 

 々、あるいは市内外の人々に愛されてきた多彩な景観資源を活かし、地域の 

 景観づくりに役立てていきます。 

藤沢の景観を構成する様々な要素

をとらえ、また、地域を特徴づける

景観資源を掘り起こすための手がか

りとして、１０の類型を位置づけ、

景観形成の基本的方向を示します。

景観づくりに係るあらゆる場面にお

ける、１０類型を活かした現状把

握・整理と、それぞれの類型ごとの

景観形成を進めます。 

目標４ 空間・時間・人間（ひと）をつなぐ感性によるまち並みづくり   
 

 

 

 

  

  まち並みは建物、樹木や草花、水辺、道筋などの要素のつながりであり、それらの境界領域を含んだ「空 

 間」そのものです。また過去と未来、さらに人の活動など、個々の事象のつながりによって形成されるもので 

 もあります。まち並みづくりには個々の事象をつなげる五感のはたらきが重要です。そのような感性を大切に 

 したまち並みづくりを目指していきます。 

景観要素の１０類型 

地：地形、眺望等 

島：島景観 

水：海岸、河川 

緑：緑地 

圃：田園景観 

街：住宅地、商業地、 

  工業地 

道：道路景観 

公：公共施設 

史：歴史的景観 

心：心象的景観 

目標５ 市民・事業者が身近な場所から取り組み、主体的に展開する景観づくり    
 

  市民・事業者が自ら考え、地区の景観づくりを計画し、実行する。行政はこのような取り組みが実現するよ 

 う支援します。身近な場所・草の根から主体的に展開する景観づくりを推進するために、これまでの仕組みの 

 強化・拡充を図ると共に、新たな支援の仕組み等を加え、積極的な支援を行っていきます。 

    ◆◆◆◆建築物等建築物等建築物等建築物等によるによるによるによる景観形成景観形成景観形成景観形成のののの配慮指針配慮指針配慮指針配慮指針    

  個別の建築行為において、藤沢市が目指すデザインのあり方や、地域の景観資源の読 

 み取り方、活かし方、さらにそれらを踏まえた配慮指針を示します。 

    ◆◆◆◆色彩色彩色彩色彩によるによるによるによる景観形成景観形成景観形成景観形成のののの配慮指針配慮指針配慮指針配慮指針    

  まち並みの印象に大きな影響を与える要素として特に藤沢市が重視してきた色彩 

 について、目指すあり方や、基本的な配慮指針を示します。 

    ◆◆◆◆広告物広告物広告物広告物によるによるによるによる景観形成景観形成景観形成景観形成のののの配慮指針配慮指針配慮指針配慮指針    

  近年特にまち並みの中で目立つ要素となりやすい広告物について、藤沢市が目指 

 すあり方や、基本的な配慮指針を示します。 

    ◆◆◆◆景観形成景観形成景観形成景観形成のイメージのイメージのイメージのイメージ形成形成形成形成にににに資資資資するそのするそのするそのするその他他他他のののの配慮指針配慮指針配慮指針配慮指針  

  感性によるまち並みづくりを進めるために配慮すべきその他の事項について、藤 

 沢市が目指すあり方や、基本的な配慮指針を示します。 

景観要素景観要素景観要素景観要素のののの１０１０１０１０類型類型類型類型    

３ 
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①景観に大きな影響を及ぼすおそれがある大規模建築物等の景観誘導を図ります。 

   ※ 建物の外観全体及び道路などの公共部分から視認できる面の大部分を占める色彩 

□景観形成基準について 

□届出の対象となる建築物や工作物の規模 

    ◆◆◆◆色彩基準色彩基準色彩基準色彩基準    

   建築物や工作物の外観の基調色 及び建築物の屋根の基調色を対象とした色彩基準を 

  定めたものです。 

    ◆◆◆◆要素別基準要素別基準要素別基準要素別基準    

   建築物のデザインを創意工夫することにより魅力あるまち並みづくりにつなげるため 

  に要素別の基準を定めたものです。 

□色彩基準について 

色相は赤Ｒ・黄Ｙ・緑Ｇ・青Ｂ・紫Ｐ・黄赤ＹＲ・黄緑ＧＹ・青緑ＢＧ・青紫ＰＢ・

赤紫ＲＰの１０の色相があります。無彩色はＮで表します。 

色彩の明るさを表し、完全な黒を明度０とし、完全な白を明度１０としています。 

色彩の鮮やかさを表します。無彩色を０とし、鮮やかなほど数値が大きくなります

が、色相によって彩度の上限は異なります。 

色相 

 

明度 

彩度 

②外観・屋根の色彩、形態意匠に関する基準を定め、良好な景観形成を誘導します。 

都心・拠点ゾーンに

おける色彩基準 

（緑枠内） 

誘導を図っていく 

色彩の例 

    ◆◆◆◆形態意匠形態意匠形態意匠形態意匠にににに関関関関するするするする共通事項共通事項共通事項共通事項    

   緑や水辺などの自然的要素との調和や歴史的施設、古木・巨木などの景観資源への 

  配慮、景観構造や生活環境エリアの景観特性への配慮について定めたものです。 

 色彩をより正確に共有できるように日本工業規格（ＪＩＳ）にも採用されている「マンセル表色

系」による数値基準を用いています。マンセル表色系では、色相、明度、彩度の色の三属性を尺度

化したものによって、全ての色彩を表すことができます。 

 市内の大規模建築物等について、「使用してはならない色彩」基準を定めるとともに、建築物の用途に応じた望

ましい色彩の範囲を示しました。また、特に都心・拠点ゾーン（藤沢駅、辻堂駅周辺）及び湘南海岸なぎさベルト

（国道１３４号沿線）は、より明るく開放感のあるまち並みとなるよう独自基準を定めました。 

 藤沢のまちにふさわしいまち並み景観の形成を進めるため、景観に大きな影響を及ぼすおそれがある大規模建築

物等について、行為の届出制度により、景観誘導を図ります。中でも、色彩については、市全域の屋根・外壁の色

相別明度基準及び彩度基準を定め、きめ細かい景観誘導を行います。 

 建築物や工作物のうち、右図の規模に

該当するものの新築や増築、色彩の変更

等を行う場合は、景観法に基づく届出が

必要となります。 

 景観形成基準は、形態意匠に関する共通事項、色彩基準、要素別基準に

より構成されています。 

※ 

４ 
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①２つの地区指定制度によって、地域らしい景観形成を図ります。 

 

  特別景観形成地区、景観形成地区の２種類の地区指定制度により、地域の状況に応じた景観形成を図っていきます。 

□景観形成地区・・・景観計画によるまち並み形成 

 

   地区住民の発意により、地区ごとの独自の基準を定めることにより、当該地区の特性を生かした景観形成を積 

  極的に図っていく地区です。 

 

 ◆ ◆ ◆ ◆サム・ジュ・モールサム・ジュ・モールサム・ジュ・モールサム・ジュ・モール景観形成地区景観形成地区景観形成地区景観形成地区 

 ◆すばなすばなすばなすばな通通通通りりりり地区景観形成地区地区景観形成地区地区景観形成地区地区景観形成地区 

 ◆ ◆ ◆ ◆湘南辻堂景観形成地区湘南辻堂景観形成地区湘南辻堂景観形成地区湘南辻堂景観形成地区    

 ◆ ◆ ◆ ◆湘南台景観形成地区湘南台景観形成地区湘南台景観形成地区湘南台景観形成地区    

 

 

 ◆ ◆ ◆ ◆ニコニコニコニコニコニコニコニコ自治会景観形成地区自治会景観形成地区自治会景観形成地区自治会景観形成地区 

□特別景観形成地区・・・景観地区によるまち並み形成 

 

   良好な都市景観の形成を推進する上で、特に重点的に取り組む必要がある地区について、景観計画に位置づけ 

  る地区です。 

 

 

 

 ◆ ◆ ◆ ◆江江江江のののの島特別景観形成地区島特別景観形成地区島特別景観形成地区島特別景観形成地区    

 

 

 ◆ ◆ ◆ ◆湘南湘南湘南湘南Ｃ－Ｘ（Ｃ－Ｘ（Ｃ－Ｘ（Ｃ－Ｘ（シークロスシークロスシークロスシークロス））））特別景観形成地区特別景観形成地区特別景観形成地区特別景観形成地区    

 

 

 自然環境と調和のとれた緑

豊かな低層住宅地として、宅

地の木々や草花が重なり、道

路空間と一体となったうるお

いのあるまち並みの形成を目

指します。 

 整ったまちの骨格を生かし

た生活・文化の拠点にふさわ

しいまち並みの形成と、賑わ

いと潤いのあるおもてなし空

間の創出を図ります。 

 藤沢都心にふさわしい賑わいや洗

練された遊び心が感じられる景観形

成を目指します。 

 歴史的遺産を活用するとともに、

新しさと生活が息づく、調和の取れ

た景観形勢を目指します。 

 駅前の賑わいや、軽快で明るく開

放的な湘南のイメージが感じられる

景観形成を目指します。 

 江の島ならではの「自然・眺望・歴史・文化等」

を引き立てながら、自然環境に調和した和風イメー

ジの景観づくりを進め、江の島らしさの保全育成を

推進します。 

 湘南の豊かな自然と生活文化に新産業が融合して

生まれる新たな「都市拠点」として、魅力とにぎわ

いのある都市環境の形成を図り、藤沢らしさを体現

する伸びやかで明るい景観形成を推進します。 

５ 

□届出の対象となる建築物や工作物の規模 

 区域内の全ての建築物と、工作物

のうち右図の規模に該当するもの等

の新築や増築、色彩の変更等を行う

場合は、景観法に基づく届出又は認

定申請が必要となります。 



４
 

地
域

資
源

の
 

保
全

・
活

用
 

①本市の景観の固有性や文脈を創り出してきた景観資源の保全・活用を進めていきます。 

 

 

 

②景観法に基づく「景観重要建造物・樹木の指定制度」を活用し、地域の景観形成の核としての 

 活用を図っていきます。 

        

全市的な資源の 

    掘り起こし 

本市の景観の特性に深く関わり、地

域住民に親しまれている等、景観の視

点から特に重要な価値があると認めら

れる景観資源 

次の全ての条件を満たすもの 

(1)施設等が明示できる。 

(2)公共空間から容易に望見することができる。 

(3)短期間に消滅しないことが見込まれる。 

  

景観重要建造物の 

対象となる 

景観資源 

・町家や蔵等、本市の宿場・江戸期観

光地の歴史に由来する建造物 

・別荘建築や医院建築等、本市の別荘

地文化に由来する建造物 

・伝統的農家住宅や長屋門等、本市の

田園集落の歴史に由来する建造物 

・その他地域のランドマークとなって

いる建造物 

 次の基準を全て満たすもの 

 

(1)地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物 

   の外観又は樹容が景観上の特徴を有し、景観 

   計画区域内の良好な景観の形成に重要なも 

   のであること。 

(2)道路その他の公共の場所から公衆によって 

   容易に望見されるものであること。 

  

  

  

  

  

景観重要樹木の 

対象となる 

景観資源 

・湘南海岸沿岸における黒松等、地域

に多く植えられ、地域景観の背景と

なっている樹木 

・地域のランドマークとなっている樹

木 

・鎮守の森や里山を構成する樹木のう

ち、特に重要と認められるもの 

対対対対    象象象象    施施施施    設設設設    要要要要    件件件件    

 市域内に点在する歴史的建造物や樹木等について、景観資源として掘り起こしを行い、保全・活用を進めてい

きます。 

    ◆◆◆◆全市的全市的全市的全市的なななな景観資源景観資源景観資源景観資源のののの抽出抽出抽出抽出とととと認知度認知度認知度認知度のののの強化強化強化強化    

   全市的な景観資源の抽出を行い、景観資源図、台帳や調書等の作成、市民への情報提供を行い、これら 

  への認知度を高めていきます。 

    ◆◆◆◆有効有効有効有効なななな保全制度保全制度保全制度保全制度のののの活用活用活用活用    

   特に重要な景観資源については、関係機関と連携しながら景観重要建造物・樹木の指定制度等、有効な 

  保全制度の活用により、将来にわたっての市民の共有資産として守り、地域の景観形成の核としての活用 

  を図っていきます。 

    ◆◆◆◆地区的地区的地区的地区的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

   歴史的な拠点となる地区については、地区住民等との合意形成を図りながら、景観資源の掘り起こしに 

  努め、景観重要建造物の指定制度の活用や、その他の手法により可能な限りの景観資源の活用、歴史や文 

  化に配慮したまち並み形成を進め、面的な歴史的面影をもった景観形成を進めます。 

 景観資源の保全・活用のため、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定対象は、下表に示すものを想定してい

ます。 

６ 



５
 

公
共

施
設

 

①地域の一体的な景観形成のため、景観重要公共施設の指定制度を活用します。 

 

 

 

 

区区区区        域域域域    対対対対    象象象象    施施施施    設設設設    

湘南海岸湘南海岸湘南海岸湘南海岸

周辺周辺周辺周辺    

国道１３４号 

湘南海岸公園 （県立湘南海岸公園、 

   鵠沼海浜公園、県立辻堂海浜公園） 

藤沢海岸 （藤沢海岸、湘南港海岸、  

   国道134号自転車歩行者専用道路） 

片瀬漁港 

江江江江のののの島島島島    

湘南港 

湘南港臨港道路 

県道３０５号（江ノ島） 

市道片瀬３３４号線 

市道片瀬３５８号線 

②湘南海岸周辺及び江の島の公共施設を景観重要公共施設に指定しています。 

 湘南海岸周辺の景観重要公共施設は、既存の

ガイドライン等に準拠した施設の整備に努める

ものとし、基本的な考え方は次のとおりです。 

 国道134 号の中で最も海を近くに感じることができるエリアであり、「湘南」のイメージを具現化でき

る場所です。海との近接性を活かしながら、多くの人が長い歴史の中で憧れの地として語り継いできた

「湘南」の高質感を損なうことがない景観の整備が求められます。 

 そのため、海辺の環境と歴史・文化を活かした「五感を育む空間づくり」を目指すとともに、富士山、

江の島、相模湾への眺望の保全に努め、国道134 号沿線全体の一体性や連続性に配慮します。 

 日本最大級の公共ヨットハーバーである湘南港は、市民に開かれたマリーナを目指して親水プロムナー

ドや緑地等が整備され、江の島の景観の一つとして親しまれています。緑化の推進や自然素材等を用いた

景観の整備により、旧島部の自然景観や海辺のまち並み景観に馴染ませることが重要です。 

 臨港道路は国道134 号、藤沢海岸の喧噪を離れ、江の島から相模湾を楽しむことができる玄関口になり

ます。江の島の緑と海や空の青さ、ヨットの帆の白さを背景とした景観の整備が重要です。 

 そのため、旧島部と港湾の景観の調和を図り、緑豊かで自然環境のあふれる海辺のまち並み景観の形成

を目指すとともに、対岸や島内からの眺望に配慮します。 

 県道305 号（江ノ島）は来訪者を江の島の歴史へと導く重要な道路です。千年以上も昔より聖なる場所

として崇められ、江戸時代には町民の身近な観光地として親しまれてきた江の島の歴史を今に伝える風景

に繋がる道になります。こうした歴史を次の世代に継承していく景観の整備が求められます。 

 市道片瀬358 号線は江島神社参道からサムエル・コッキング苑、岩屋を繋ぐ主要な道路です。市道片瀬

334 号線は漁師町としての面影を残す東町の主要な道路です。この2 路線は、江の島の歴史を継承しつ

つ、観光地としての魅力ある景観の整備が求められます。 

 そのため、これらの3 路線は江の島の自然やまち並みとの調和を図り、史跡名勝江の島にふさわしい景

観づくりを目指すとともに、対岸や島内からの眺望に配慮します。 

公共施設は、地域の一体的な景観形成を進める上で、重要な景観資源となります。このため、市の景観構造を

構成している道路や河川、海岸等、地域の景観形成を進める上で特に重要な公共施設については、景観法に定める

景観重要公共施設の指定に向けて取り組んでいきます。 

湘南海岸周辺及び江の島の公共施設は、現在、高水準の整備がされ、良好な景観が形成されています。相模湾

沿岸の広域的な景観を、神奈川県や近隣市町と連携し、将来にわたって維持していくため、次の施設を景観重要公

共施設に指定し、必要な基準を定めています。 

７ 

◆◆◆◆湘南海岸周辺湘南海岸周辺湘南海岸周辺湘南海岸周辺：「：「：「：「湘南湘南湘南湘南のののの海海海海とまちのとまちのとまちのとまちの賑賑賑賑わいがわいがわいがわいが調和調和調和調和するするするする都市景観都市景観都市景観都市景観のののの創出創出創出創出」」」」  

◆◆◆◆江江江江のののの島島島島（（（（臨港地区臨港地区臨港地区臨港地区）：「）：「）：「）：「江江江江のののの島島島島のののの歴史歴史歴史歴史とヨットハーバーがとヨットハーバーがとヨットハーバーがとヨットハーバーが調和調和調和調和するするするする景観景観景観景観のののの創出創出創出創出」」」」 

◆◆◆◆江江江江のののの島島島島（（（（旧島部旧島部旧島部旧島部）：「）：「）：「）：「江江江江のののの島島島島のののの歴史歴史歴史歴史をををを継承継承継承継承するするするする景観景観景観景観のののの創造創造創造創造」」」」    

景観重要公共施設景観重要公共施設景観重要公共施設景観重要公共施設    位置図位置図位置図位置図    
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６
 

①支援制度の活用による景観まちづくりの展開 

②景観形成上の重要課題である次の点について、重点的に取り組んでいきます。 

市民発意の芽生え 

ルールづくりを主眼に取り組む 活動を主眼に取り組む 

都市景観市民団体 

（規模を問わず、意欲や持続性などを評価して認定） 

景観形成準備会 

↓ 

景観形成協議会 

景観まちづくり活動 

・緑化・花植え活動／美化運動 

・オープンガーデン 

・景観資源調査・景観ウォッチング 

・アンケートの実施 

・シンポジウム開催 

・任意の住民協定 等 

活動助成活動助成活動助成活動助成    

専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣    

技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援    

他制度活用他制度活用他制度活用他制度活用によるによるによるによる活動助成等支援措置活動助成等支援措置活動助成等支援措置活動助成等支援措置    

景観協定締結 

（協定運営） 

地区計画策定 

景観地区指定 

任意の協定 

ルールのルールのルールのルールの内容内容内容内容、、、、合意合意合意合意のののの度合度合度合度合いいいい等等等等にににに応応応応じたじたじたじた別別別別のののの選択肢選択肢選択肢選択肢もももも用意用意用意用意    

※※※※原則原則原則原則としてとしてとしてとして特別景観形成地区特別景観形成地区特別景観形成地区特別景観形成地区へへへへ適用適用適用適用    

組織づくりと取り組みの意志表明・相談 

 藤沢市の支援 

専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣    

技術的支援技術的支援技術的支援技術的支援    

 

◆◆◆◆藤沢藤沢藤沢藤沢のののの顔顔顔顔となるとなるとなるとなる場所場所場所場所でのでのでのでの重点的重点的重点的重点的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 

◆◆◆◆景観資源景観資源景観資源景観資源のののの保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◆◆◆◆市民主体市民主体市民主体市民主体のののの景観景観景観景観づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

 

藤沢市景観計画藤沢市景観計画藤沢市景観計画藤沢市景観計画    概要版概要版概要版概要版    

平成19年4月発行 

平成25年4月改訂 

藤沢市 計画建築部 街なみ景観課 

〒251-8601  藤沢市朝日町1番地の1 

 Tel0466-25-1111  Fax0466-29-1353 

 主要駅周辺や国道１３４号沿線等、藤沢の顔となる場所では、魅力あるまち並みの景観形成を目指し、広

告物や建築物等の規制・誘導について、関係者との協議の場を持ち、実現に向けて取り組んでいきます。 

 地域の住民にも親しまれ、景観の拠り所となっている歴史的建造物や樹木などについて、その実態把握を

行い、景観重要建造物や景観重要樹木の指定等、保全・活用方策の確立に向けて取り組んでいきます。 

 景観まちづくりに関心や意欲のある市民団体等に呼びかけ、生活環境エリア内における現状把握と課題解

決の方向性の検討を行う等、市民主体の景観まちづくり活動のモデルとしての取り組みを展開します。 

 市民主体の景観まちづくりは、その出発点においてルールづくり（景観形成基準や景観協定）を主眼とするか、

話し合いや活動の場づくりを主眼とするかによって展開が異なります。 

 一方で、出発点が異なっても、その取り組みの状況により軌道修正ができるよう、柔軟な制度運用を行います。 

８ 

※ 

景観協定準備会 

↓ 

景観協定運営委員会 

景観形成地区指定 

（地区別景観計画策定） 

公共事業の推進 


